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ソーシャルメディアのアーカイブ化に対する“国民の意識”

代表研究者 塩崎亮 聖学院大学 基礎総合教育部 教授

1 概要 

ソーシャルメディア上のコンテンツは、現代の日常生活を反映したこれまでにない歴史史料と将来なりう

る。しかし、そこには私的な内容のコンテンツも含まれるため、たとえ公開されているものであっても、そ

れらを第三者が保存する行為は法的・倫理的な課題を伴う。本研究では、日本の国立国会図書館がソーシャ

ルメディア上のコンテンツをアーカイブするという架空のシナリオを一般個人に対して提示し、その反応を

確認するため、全国規模の質問票調査を実施した。結果、ブログサイトと Twitter の公開ツイートを保存す

るシナリオを許容しないと回答した件数は全体（n = 1,126）の 35%を占めた。他方、すでに国内で法制度に

もとづき収集されている公的機関のウェブサイトをアーカイブするという条件付きシナリオを許容するとし

た回答者は 44%にとどまった。また順序ロジスティック回帰分析の結果によれば、プライバシー感度の高い

ものほど非許容傾向を示すことも明らかとなった。さらに、非許容理由に関する内容分析の結果、非許容理

由の多くが情報プライバシーに関するものであることを確認した。これらの調査結果は、懸念を緩和するに

は事前の同意取得やデータの匿名化が特に有効な手段となりうることを示唆している。

2 背景と目的 

ソーシャルメディア上のコンテンツには個人／私的な情報が多々含まれており、それらは現代社会の諸相

を反映した資料群ともとらえられる[1]。実際にこれまで多数の文献が、ソーシャルメディア上のコンテンツ

を分析対象として、たとえば COVID-19 が世界中で蔓延する中での個人の「感情」や「心情」などを記録し

てきた[2, 3]。しかし、そのようなコンテンツを第三者がアーカイブ（収集保存）する行為は著作権やプライ

バシーなどの個人の諸権利を侵害してしまう可能性がある[4]。仮に図書館などの文化遺産機関によるソーシ

ャルメディア・アーカイブを構築する試みが制度化されたとしても、あらゆる法的・倫理的問題を事前に解

消できるとはいいがたい。パーソナルなコンテンツを保存することと個人の諸権利を保護することとの間で

社会的に最適なバランスを模索する必要がある[5]。 
ソーシャルメディア上のコンテンツには誤情報[6]や偽情報[7]、悪意のある情報[8]も含まれているが、そ

れらも（ある意味では）現代社会を表す歴史史料と将来なりうる。たとえばスコットランド国立図書館は、

コロナ禍における誤情報やフェイクニュースの蔓延自体を後世に伝えることを目的として、プロジェクト

The Archive of Tomorrow: Health Information and Misinformation in the UK Web Archive を 2021年に

立ち上げている[9]。とはいえ公的な文化遺産機関にとっては、そのようなコンテンツを公的支出にもとづき

集め保存することを正当化する必要があり、継続的に説明責任を負わざるをえない。

これらの側面は、ソーシャルメディアを持続的にアーカイブする取り組みが、市民／国民の態度や意識に

ある程度依存せざるをえないことを示唆している。たとえば日本では、国立国会図書館（National Diet 
Library: NDL）が法制度にもとづき収集可能なウェブサイトは公的機関のものに限定され、私人のブログサ

イトなどは制度収集の対象外となっているが、このような限定的な収集方針の骨格は 1999 年に示された納

本制度調査会の答申内容にまでさかのぼる[10, 11]。そこでは、ネットワーク上で公開された著作物を公権力

が収集してしまうことは公開者が通常予期する範囲を超えているため、言論活動に対する「萎縮効果」を生

じさせてしまう可能性もあり、「国民の意識」が変化しない限りは法制度にもとづき一律的に収集することは

難しい、と議論が整理されてきた。

しかし、実際に一般個人がソーシャルメディアのコンテンツを第三者に保存されることに対して懸念を示

すかどうかは、実証研究がこれまでほとんどなされておらず、必ずしも明確でない[12]。他方、ウェブアー

カイブやパーソナルデジタルアーカイブに関する各種取り組みでは、個人がもつかもしれない不安をできる

だけ緩和させるために具体的な措置がいくつか提唱されてきた。たとえば、事前の交渉や契約[13]、収集範

囲の限定化[14]、利用の制限[15]、申し出に応じたコンテンツの非公開化[16]、データ提供者との信頼関係の

構築[17]、データの匿名化[18]などである。だが、それらの緩和措置に関する実証研究もこれまでほとんど
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なされておらず、それらの実質的な効果がどれくらいのものなのかは明らかでない。先行研究ではむしろ、

研究倫理などの文脈で、より短期的な視座から、研究目的でソーシャルメディアのコンテンツを利用するこ

とに対する人々の反応に焦点が当てられてきた[19–23]（なお、欧米におけるソーシャルメディアのアーカイ

ブ事例[24–29]、ソーシャルメディア・アーカイブの法的・倫理的課題[30–33]を含む先行研究のレビューに

ついては冗長と判断し、本報告書では割愛した）。 
本調査では、日本の国立国会図書館がソーシャルメディアをアーカイブすることの倫理的課題に焦点を当

てる。前述のとおり、NDL ではそれらコンテンツを集められていないが、そもそも、国民の否定的な反応

が示されたエビデンスまでは提示されていない。国立の図書館を対象とする理由は、それら機関が国際イン

ターネット保存コンソーシアム（IIPC）などの国際コミュニティを先導して形成してきたことに見てとれる

ように[34]、この領域をもっとも代表するプレイヤーとみなせるためである[35]。さらにここでは対象コン

テンツの範囲をブログと Twitter の公開ツイートに限定する。基本的には両者ともにパスワードやアクセス

制限なしに広く利用できるものであるため、また、前者は分散的なもので、後者は日本で広く用いられてい

るプラットフォームのひとつであり、それぞれ異なる特性もつメディアとみなせるためである。なおログイ

ンが必要なウェブコンテンツも技術的には収集可能だが[36]、より私的な空間に国が介入することになり、

議論がより複雑化するためここでは対象外とした。 
本研究の目的は、国立図書館がソーシャルメディアをアーカイブするという架空のシナリオに対する人々

の反応について、比較可能なエビデンスを提示することにある。各国のアーカイブ方針は一般個人の意見に

厳格に従うべきだと主張したいわけではない。むしろ、政策立案時に配慮すべき倫理的な課題を提示するこ

とを狙いとしている。この作業により、エビデンスにもとづく政策立案の道筋を描くことが可能になると考

えた。日本に限定した調査ではあるが、著作権や個人データ保護に関する法制度、また国の納入制度（legal 
deposit）は国際的な潮流に沿って整備されてきたものといえるため、本研究の成果は他国での検討にもある

程度資することが期待される。あるいは、ソーシャルメディアのデータを収集・保管する研究者や研究機関

にとっても今後の方針を立てる上で役立つと思われる。 
まとめると、本研究のリサーチクエスチョン（RQ）は次となる。 
・ RQ1：国立の図書館がソーシャルメディア上のコンテンツをアーカイブするという架空のシナリオに対

して人々はどのような反応を示すのか。 
・ RQ2：人々の反応に差異があるとしたら、その差異をもたらす要因は何か。 
・ RQ3：架空のアーカイブシナリオに拒否反応を示すものがいるとしたら、その理由は何か。 

3 調査手法 

3-1 概要 

先行研究[19–23]にもとづき、ソーシャルメディア上のコンテンツを日本の国立図書館がアーカイブするこ

とに対する人々の認識を明らかにするために、代表性の高いサンプルを対象とした質問票調査を実施した。

（特によく知られていない事項に関する）国民の意識あるいは民意や世論といった不可視のものを調査者が

設計した質問項目にもとづき完全に再現することなど期待できないものの[37]、ここでは一定数の回答を短

期間でえる目的から質問票調査の手法を採用することとした。実査は調査会社（日本リサーチセンター）に

委託し、乗合形式にもとづく全国規模の個別訪問留置法による調査を行った（2021 年 5〜6 月）。対象者は

日本の人口構成比と同様の性・年代構成で割り付けられた日本全国における 15〜79 歳の男女個人 1,200 名

である。サンプリングは住宅地図データベースにもとづき世帯抽出後に個人が割り当てられている（1 地点
6 人×200地点で質問票を回収）。なお本研究は、著者が所属する機関における倫理委員会の承認をえて実施

された。 
3-2 従属変数 

質問票では、ソーシャルメディア上のコンテンツをアーカイブするという架空のシナリオを許容できるか

否かを尋ねた。メディアの種類で回答内容に違いがあるかどうかを確認するために、ウェブサイト（シナリ

オ A）、ブログサイト（シナリオ B）、Twitter の公開ツイート（シナリオ C）という 3 種類のシナリオを設

けている。許容度の選択肢は順序尺度の従属変数として扱えるように、「分からない」といった選択肢は設け

ず、無条件で許容、条件付けで許容、非許容の 3 段階とした。 
条件付き許容の場合、その懸念の理由を探るために、どのような条件であれば許容できるかを多肢選択式
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で尋ねた。具体的には「事前の同意取得」「データの匿名化」「申し出に応じた非公開化」「収集範囲の限定化」

「利用の制限」である。シナリオ A の「収集範囲の限定化」では、公共部門のウェブサイトに収集範囲を限

定する条件であることを具体的に記した。認知度は低いかもしれないが、NDL は 2010年から公共部門のウ

ェブサイトの制度収集を実施している。つまり、これらのウェブサイトを収集することは、潜在的な批判は

あるかもしれないが、社会的には実質的に受け入れられているといえ、いわば「実質的な許容率」とみなす

ことも可能だろう。 
3-3 独立変数 

独立変数は先行研究に従って設定した。質問票では、ソーシャルメディアなどの閲覧経験や自身での公開

／投稿経験、図書館資料の利用経験、プライバシー感度に関する項目（人口統計学的属性の項目を含む）を

設けた。プライバシー感度についての質問では、ウェブ上のセキュリティ全般、履歴データ等の開示、個人

データの二次利用に関する懸念の有無を尋ねた。便宜的にひとつ以上の項目に懸念を示した回答者はプライ

バシー感度が高いと判断した。本研究では、各アーカイブシナリオに対する許容／非許容の反応を分かつ要

因を探るため、順序ロジスティック回帰分析を行う。なお相関分析と分散拡大係数の算出を行い、多重共線

性が確認されたため、いくつかの独立変数はモデルから除外することとした。 
3-4 非許容理由のテキストデータ 

ひとつ以上のシナリオで非許容を選択した回答者には、自由記述形式でその理由を尋ねた。ここでは日本

語のテキストマイニングツール（RMeCab）で非許容理由の内容分析を行った。表記揺れを整形して不要語

を除外のうえ、名詞（非自立語などを除く）と副詞に限定して単語単位で頻度上位の語を確認後、頻出語の

バイグラム単位での共起パターンの関係をネットワーク図で描画した。このネットワーク図にもとづき、目

視で非許容理由の観点をコーディングする作業を調査者 1 名により実施した。複数の観点が含まれている場

合は複数のコードを付与している。また、拒否理由を記した回答者の特性を探るため、拒否理由の観点と他

の変数間の対応分析も行った。その際、非許容の度合いに応じて、3 件のシナリオすべてを非許容とした「強

い拒否者」と、1 件または 2 件のシナリオを非許容とした「弱い拒否者」というカテゴリカル変数を追加し

た。なお対応分析で用いる変数は、非許容理由の観点のほか、非許容レベル、プライバシー感度、閲覧経験、

年代とした。 

4 調査結果 

4-1 概要 

本質問票調査でえられた回答は 1,200 件だったが、ここでは単純に欠損データを一律除外することとし、

結果、有効回答数は 1,126 件となった。表 1 は独立変数を示す。詳細については省略するが、インターネッ

ト利用者の割合などの全体的な傾向は総務省による『情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査』

の結果とおおむね合致しており、サンプルの妥当性はおおむね担保されている。 
表 1. 独立変数の概要（n = 1,126） 

区分 n % 区分 n % 
ウェブコンテンツの閲覧経験あり a 720 63.9 インターネット

利用時間/日 b 
利用していない 171 15.2 

- 組織のウェブサイト 596 52.9 1 時間以内 301 26.7 
- 個人のブログサイト 408 36.2 1〜5 時間 504 44.8 
- Twitter の公開ツイート 374 33.2 5〜10 時間 119 10.6 

コンテンツの公開／投稿経験あり a 264 23.4 10 時間以上  31  2.8 
- ウェブサイト 101  9.0 性別 女性 561 49.8 
- ブログ  67  6.0  男性 565 50.2 
- Twitter の公開ツイート 194 17.2 就業者 773 68.7 

図書館資料の利用経験あり  94  8.3 21 大都市在住者 333 29.6 
プライバシー感度高 a 855 75.9 年代 b 10 代  71  6.3 
- ウェブ上のセキュリティ全般に不安 663 58.9 

 

20 代 146 13.0 
 - 私的な内容がウェブ上で公開されていることに違和感 347 30.8 30 代 181 16.1 
 - 各種履歴データを民間企業へ提供することに違和感 309 27.4 40 代 213 18.9 
 - 個人データを公的機関へ提供することに違和感 293 26.0 50 代 179 15.9 
 - 各種履歴データの二次利用に違和感 412 36.6 60 代 198 17.6 

 70 代 138 12.3 
a 下位項目のいずれかひとつ以上に当てはまる場合に該当するものと判断した。 
b 順序ロジスティック回帰分析では各カテゴリの中央値を採用した。 
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4-2 許容／非許容率 [RQ1] 

表 2 では、シナリオ A・B・C に対する許容／非許容の回答件数と割合を示した。おおむね、シナリオ A
の非許容率は 25%、シナリオ B と C の非許容率は 35%である。「強い拒否者」は 261 件（23.2%）、「弱い拒

否者」は 178 件（15.8%）を示した。逆に、条件付きまたは無条件で許容のものの合計はシナリオ A で 75.5%、

シナリオ B で 64.9%、シナリオ C で 64.5%となった。ただし文字どおり、条件付き許容とは「条件」に依存

する（後述）。 
収集対象となるメディアの種類で差があるかを検証するためにカイ二乗検定を行った。結果、メディアの

種類と許容／非許容レベルとの間には連関があることが示唆された（χ2 (4) = 41.479, Cramer’s V = .078, p 
< .001）。比較すると、残差分析の結果、回答者はシナリオ A（ウェブサイト）では許容する一方、シナリオ

B と C では許容しない傾向が見られた。ただし、シナリオ B（ブログ）と C（公開ツイート）の間に差異は

確認できなかった。 
表 2. 従属変数の概要 (n = 1,126) 

シナリオ 
許容／非許容レベル 

  許容 条件付許容 非許容 

A 

[ウェブ] 日本の国立図書館（以下、「国立国会図書館」）は、法

制度にもとづき、国内で刊行された出版物を網羅的に収集・保

存するとともに、それら出版物を一般の利用者へ提供してきま

した。仮に、この国立国会図書館が日本国内に住所をもつ「組

織・団体」から発信されたウェブサイトを収集・保存・提供す

ることになったとしたら、あなたは許容できますか。 

n 319 531 276 

[%] [28.3] [47.2] [24.5] 

ASR a (3.1) (3.2) (-6.4) 

B 
[ブログ] 仮に、国立国会図書館が日本国内に住所をもつ「個人」

から発信されたウェブサイトやブログサイトを収集・保存・提

供することになったとしたら、あなたは許容できますか。 

n 257 474 395 

[%] [22.8] [42.1] [35.1] 

ASR a (-2.1) (-1.0) (3.0) 

C 
[ツイート] 仮に、国立国会図書館が日本語で記された Twitter
の公開ツイートを収集・保存・提供することになったとしたら、

あなたは許容できますか。 

N 270 456 400 

[%] [24.0] [40.5] [35.5] 

ASR a (-1.0) (-2.3) (3.4) 
a ASR = adjusted standardised residuals 
 
 表 3 は、条件付き許容時に選択された条件の内訳を示している。すべてのシナリオにおいて、「事前の同

意取得」と「データの匿名化」がもっとも好まれる選択肢となったが、この 2 条件だけですべての懸念が解

消されるわけではないことも明確になった。「発信主体で収集範囲の限定化」の条件はシナリオ A では上位

だったが、シナリオ B と C では順位が下がっている。これはおそらく、シナリオ A では公的機関が公開し

たものに収集範囲を制限、シナリオ B と C では特定個人、あるいは特定個人／組織が公開したものに収集

範囲を制限、と異なる条件にしていたことも影響するだろう。興味深いことに、アーカイブズの文脈でよく

採用されてきた方策だが、「50年間非開示」という選択肢がもっとも低い値を示した。なお回答「その他」

のほとんどは「分からない」という内容のものであった。 
表 3. 条件付き許容の内訳 

条件 [A] ウェブ (n = 531) [B] ブログ (n = 474) [C] ツイート (n = 456) 
n % n % n % 

事前の同意取得 274 51.6 282 59.5 251 55.0 
データの匿名化 236 44.4 213 44.9 213 46.7 
発信主体で収集範囲の限定化 a 176 33.1 82 17.3  91 20.0 
申し出に応じた非公開化 154 29.0 160 33.8 142 31.1 
図書館内でのみに利用制限 127 23.9 93 19.6 87 19.1 
研究者のみに利用制限 113 21.3 95 20.0 86 18.9 
テーマにもとづき収集範囲の限定化 104 19.6 84 17.7 92 20.2 
50 年間非開示  29 5.5 25 5.3 24  5.3 
その他   8 1.5 7 1.5  4  0.9 
a 「発信主体」は次のとおりシナリオに応じて異なる設定とした：[A] 公的機関、[B] 特定個人、[C] 特定個人／組織 

 
 表 3 には前述した「実質的な許容率」が含まれる。シナリオ A では、176 名の回答者が公的機関のウェブ

サイトに収集範囲を限定する条件を選択していた。繰り返しになるが、これは NDL がすでに収集している

資料群である。この値と無条件で許容すると回答した 319 名を足し合わせると有効回答総数の 44.0%（1,126

公益財団法人電気通信普及財団 
研究調査助成報告書　第37号　2022年度



 

5 

 

名中 495 名）を占めた。単純ではあるものの、法制度化済みで社会的にはすでに許容されているという点か

ら、この値を「実質的な許容率」とみなすことができる。いいかえると、「実質的な許容率」を超える条件等

の組み合わせであれば、正当化される可能性があるとも主張できるだろう。たとえば、「事前の同意取得」と

いう条件が加われば、全体の許容率はシナリオ B（47.9%）と C（46.3%）においても 44%を超える。「事前

の同意取得」という条件でなくても、「データの匿名化」とあわせて、「50年間非開示」以外の条件がもうひ

とつ加えられればこの基準を超える。「事前の同意取得」と「データの匿名化」は抜きにして 3 つの条件で

はどうかとなると、「申し出に応じた非公開化」に、「50年間非開示」以外の条件があとふたつ加えられれば、

同じく「実質的な許容率」を超える。 
 
4-3 懸念要因 [RQ2] 

ソーシャルメディアのアーカイブ化に関する人々の認識の差異を分かつ要因を探るため、順序ロジスティ

ック回帰分析を行った（表 4）。すべてのシナリオで、許容／非許容の傾向に対して閲覧経験とプライバシー

感度の 2要因が統計的に有意となった。シナリオ A については、ウェブ上のコンテンツをよく閲覧するもの

の方がウェブサイトのアーカイビングを許容する傾向にある一方（オッズは 0.487 で減少 [95% CI: 
0.373–0.636]）、プライバシー感度の高いものの方が非許容となる傾向にある（オッズは 1.399 で増加 [95% 
CI: 1.057–1.850]）。シナリオ B についても、閲覧経験ありのオッズは 0.593 で減少（95% CI: 0.455–0.773）
となる一方、プライバシー感度の高いもののオッズは 1.530 で増加（95% CI: 1.161–2.016）となった。同様

に、シナリオ C についても、閲覧経験ありのオッズは 0.610 で減少（95% CI: 0.469–0.794）となる一方、

プライバシー感度の高いもののオッズは 1.502 で増加（95% CI: 1.140–1.989）となった。 
 

表 4. 順序ロジスティック回帰分析の結果 
 [A] ウェブ [B] ブログ [C] ツイート 

  B Exp(B) B Exp(B) B Exp(B) 
インターネット利用時間／日 -0.021  0.979 -0.002  0.998 -0.016  0.984 
閲覧経験あり -0.720 *** 0.487 -0.522 *** 0.593 -0.494 *** 0.610 
公開／投稿経験あり -0.051  0.950 -0.010  0.990 0.178  1.194 
図書館利用経験あり 0.080  1.083 0.226  1.253 0.286  1.331 
プライバシー感度高 0.336 * 1.399 0.426 ** 1.530 0.407 ** 1.502 
性別 -0.128  0.880 -0.130  0.878 -0.057  0.945 
就業者 0.029  1.030 0.118  1.103 0.078  1.045 
21 大都市在住者 -0.004  0.996 0.098  1.125 0.044  1.081 
Model Fit          
 -2 log likelihood 2335.609  2382.225  2401.303  
 Model chi-square   43.453  24.919  22.177  
  df 8  8  8  
  sig. 0.000  0.002  0.005  
 Nagelkerke pseudo R2 0.043   0.025   0.022   
*** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05 

 
4-4 非許容理由 [RQ3] 

非許容理由に関する有効回答数は 282 件となった。ここでは

非許容理由の観点として、「情報プライバシーの保護」「感覚的

な拒否」「残す価値に対する疑念」「悪用リスクの回避」「権力の

介入に対する嫌悪感」の 5点を抽出した。表 5 は各観点の頻度

を示すが、「情報プライバシーの保護」と「感覚的な拒否」が主

な拒否理由であることを確認できた。そのなかでも「情報プラ

イバシーの保護」がもっとも多く、順序ロジスティック回帰分

析の結果とも整合する。なお、ひとつ以上のシナリオを非許容

としたもののうち、拒否理由を回答しなかったものは 157 名であった。 
観点「情報プライバシーの保護」は、プライバシーや個人の権利という文脈でなされたコメントであった。

たとえば、“プライバシーの侵害があると思う”、“個人情報は、そもそも収集すべきではない”、“個人が特定

できる情報ばかり”といったものである。プライバシーの懸念だけでなく著作権を侵害する可能性について触

れていた回答者は 3 名であった。本調査では、明確な記述がなく、感覚的に拒否反応を示していると考えら

れたものを「感覚的な拒否」とカテゴリ化したが、具体的には、“理由はない”、“なんか嫌”、“興味がない”、

表 5. 非許容理由の観点 (n = 282) 

観点 n % 
情報プライバシーの保護 91 32.3 
感覚的な拒否 86 30.5 
残す価値に対する疑念 68 24.1 
悪用リスクの回避 56 19.9 
権力の介入に対する嫌悪感 28  9.9 
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“今のままでいい”といったコメントがあげられる。観点「残す価値に対する疑念」は、ソーシャルメディア

をアーカイブすることの価値に批判的なコメントの場合とした。たとえば、“個人の主観に基づいており”、“内
容に偏向がある”、“信用できない情報が多い”、“信頼がおけるかどうか分からないものを、集める意味が分

からない”、といった表現があげられる。わずかではあるが、“コストがかかる”、“税金を投入することを認

められない”、“公的機関が収集保存する必要性がない”など、費用対効果についてまで言及した回答者もいた。

想定していない悪用／誤用に対する不安が表明されたものは、観点「悪用リスクの回避」のコードを付与し

た。たとえば、“情報の漏洩がありうる”、“犯罪が多発する恐れ”、“悪用されるのではないかという不安があ

る”といった表現があげられる。ある回答者は“トラブルに巻き込まれることが嫌”ともコメントしていた。「権

力の介入に対する嫌悪感」の観点は、国の機関が介入することに対する忌避感が示されたものである。たと

えば、“思想の管理に使われたくない”、“自分の Twitter 等を国に管理されたくない！”、“個人の自由が侵さ

れることが出てくるのでは？と危惧”といった表現が確認できた。表現の自由の萎縮効果の可能性について明

示的に言及した回答者は 1 名にとどまり、“Twitter は自由に発言できる場所なので、国がからんでくるとな

んとなく自由に発言できない感じがする”と表現されていた。 
 拒否理由の特性を探るために対応分析も実施した。累積寄

与率は低いものの、ここでは解釈可能性の観点から、二次元

上にプロットした結果にもとづき考察した。次元 1 の寄与率

は 15.6%、次元 2 の寄与率は 10.2%である。次元 1 で高い寄

与率を示した変数は「70 代」（30.7%）、「感覚的な拒否」

（23.4%）、「強い拒否者」（17.0%）と「弱い拒否者」（11.0%）

となった。この次元は非許容の度合いを反映しているように

思われる。70 代の回答者は特別な理由もなく強い拒否者であ

る傾向にある。ひるがえって、より具体的な理由にもとづき

非許容の反応を示したものは、ウェブのコンテンツに親しん

でいる一方でプライバシー感度が高い層であることがうかが

える。次元 2 で高い寄与率を示した変数は、「30 代」（27.5%）、

「悪用リスクの回避」（27.3%）、「残す価値に対する疑念」

（16.2%）となった。この次元は、収集と提供の 2 側面を反映

しているように思われる。20 代と 50〜60 代は残す価値に疑問をもち、権力の介入に嫌悪感を示すものが多

い傾向にあるが、これは集められることに対する懸念を表しているのかもしれない。一方、30 代はリスク回

避傾向にあることが示唆されたが、これはむしろ、事後に提供されることに対する不安の方が強いことを表

しているのかもしれない。 

5 考察 

5-1 実質的な許容率の基準 

 本研究の目的は、国立の図書館がソーシャルメディアのコンテンツを保存すべきか否かという二択の問い

に答えることではない。実際に本調査の結果は、無条件で許容するものもいれば、どのような条件でも許容

しないものもいる中間に、何らかの条件付きであれば許容できると回答したものが一定程度いることを示す

ものだった。おおまかに、許容および条件付き許容の割合を足し合わせると 60〜70%を示したが、この値を

もってして、NDL によるソーシャルメディアのアーカイブ構築は正当化されると主張するものはいるかも

しれない。逆に、20〜30%の非許容層を無視することはできないと主張するものもいるかもしれない。とは

いえ、いずれにせよ、本調査では「実質的な許容率」が 44%であることを確認した。ナイーブな基準である

ことは否定できないが、それでも今後議論していくうえでの参照点とはなるだろう。この参照点に従えば、

どのシナリオの非許容率も改善可能なレベルにあるように見える。 
 
5-2 プライバシーに対する懸念 

 プライバシーがこのアーカイブ問題の中心に位置づけられることになるだろう。人々は、ソーシャルメデ

ィア上のコンテンツよりも、組織や団体のウェブサイトをアーカイブするシナリオであれば受け入れやすい

傾向にあった。シナリオ B（ブログ）と C（ツイート）の間では差異が確認できなかったとはいえ、全体と

 
図 1. 対応分析の結果 

公益財団法人電気通信普及財団 
研究調査助成報告書　第37号　2022年度



 

7 

 

しては、プライバシーの懸念が生じやすいシナリオの方が許容されにくい傾向にあることが示唆されていた。

また本調査では、人々が受け入れられやすくなる条件についても確認したが、「事前の同意取得」「データの

匿名化」「申し出に応じて非公開化」といった方策がより選択されていた。このような傾向は、人々がいわば

自身のアイデンティティをコントロールする権利の重要さを感じていることの表れかもしれない。順序ロジ

スティック回帰分析の結果からすると非許容の態度をもたらす決定的な要因までは特定できなかったが、相

対的には、プライバシー感度と閲覧経験が回答者の意識を分かつ要因となっていることが確認できた。繰り

返しになるが、プライバシー感度の高い回答者は許容しにくく、閲覧経験があるものは逆に許容しやすい関

係にある。利用経験のあるユーザはウェブ上に存在する、つまりはアーカイブ対象となるコンテンツの内容

をよく理解しているが、非ユーザはよく分からないままに回答せざるをえなかったことの反映かもしれない。

利用経験のあるユーザはまた、ウェブ上で公開されたコンテンツが、基本的には、許諾なしで誰もが技術的

には収集できてしまうものであることを理解していたともいえるだろう。 
 とはいえ、非許容理由の観点でもっとも多かったプライバシー保護に対する懸念は、他の非許容理由の遠

因となっている可能性も否定できない。感覚的な拒否は、プライバシー概念の言及が明示的にはないにせよ、

私的な情報空間への介入を拒む姿勢の表れともとらえられる。リスク回避者は、仮に個人に関する情報が漏

えいした場合、予期せぬ形で自身のアイデンティティが脅かされてしまうと感じたことの表れかもしれない。

権力の介入に拒否反応を示したものは、個人の情報空間に侵入する「主体」こそを問題視したともいえる。 
 
5-3 実務面の示唆 

 本研究からは実務上の示唆もえられる。調査結果にもとづけば、「実質的な許容基準」を参照しながら、プ

ライバシーの懸念を緩和するためのアーカイブ戦略を策定するのが望ましい、とまとめられる。ただし、こ

の基準はあくまで暫定的な参照点に過ぎない。 
 プライバシーに対する懸念を緩和する方策として第一にあげられるのは、事前に同意を得ることだろう。

とはいえ、たとえば Twitter 上の公開ツイートとブログでは同意を得るやり方は異ならざるをえないけれど

も、いずれにせよ、すべてのユーザから（あるいは場合によっては非ユーザからも）同意を得るというのは

現実的でない。「すべてにインフォームドコンセントを」というよりも「ほとんどの事柄について何らかの同

意を」という方針をとらざるをえないのではないだろうか [38]。その際、個人の諸権利を規制する法制度が

導入されれば、各権利者から同意を得ることにかかる取引コストを大幅に減らすことが可能である。しかし

ながら、そのような法制度が仮に社会実装されたとしても、倫理的な観点からすると、アドボカシー活動な

どの別の方策も併用して立てていくのが望ましいだろう。 
 事前に同意を得るアプローチとは異なり、データを匿名化する、あるいは申し出に応じてコンテンツを非

公開化する方策は事後的なアプローチとなる。後者は（削除対象となる分量にも依存するが）比較的に実現

しやすいだろうが、未検出の違法コンテンツなどが含まれているかもしれない。前者の匿名化もまた骨の折

れる作業である。大量のアーカイブコンテンツを対象とした機微データの自動検知技術の開発が欠かせない

[39]。もちろん完全にリスクを解消することは難しいだろうが、しかしそれでも、本調査結果からすると、

データの匿名化は有効な方策となりうる。 
 「実質的な許容基準」にまで不確かなリスクを下げるうえで、利用制限も有効な選択肢のひとつとなりう

る。施設内での利用に限定する、利用者を研究者に限定する、一定期間は非公開とするといった方策は、こ

れまでも図書館やアーカイブズ領域でとられてきた。しかし本調査結果にもとづけば、これらの方策は「収

集範囲の限定化」よりも効果が見られなかった。興味深いことに、「50 年間非開示」がもっとも人気のない

方策だったのは先に触れたとおりである。このような傾向はおそらく、ほとんどの回答者が二次利用者とな

らないことに起因するだろう。ソーシャルメディアのアーカイブは、現在世代の二次利用者でないものには

直接的な便益をもたらさないためと考えられる。 
 最後に、対応分析の結果にもとづく混合戦略についてまとめる。図 1 では、あくまで相対的にではあるが、

70 代の回答者が特に理由もなく許容できないと回答する傾向にあったことを示していた。この傾向は、年代

が上がるにつれてソーシャルメディアの利用経験が少なくなる傾向と重なる。このような層に対しては、ソ

ーシャルメディアを保存することの意義を訴え、その価値を提示する活動が特に有効となるだろう。対して、

プライバシーの感度が高く、「弱い拒否者」であるのはウェブに慣れ親しんだ世代が多い。このようなタイプ

はおおきく二つに分けられる。ひとつは誤用リスクを懸念するもの、もうひとつは費用対効果や国の介入に

疑念を抱くものである。前者に対しては、利用を制限することも実質的に有効となるだろうが、情報セキュ
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リティ体制の向上を推進する方針がより説得力を増すと思われる。後者に対しては、アドボカシー活動や信

頼関係の構築が欠かせない。 

6 制約と今後の課題 

本研究にはおおきく 2点の制約がある。ひとつは内的妥当性で、質問票調査の結果が、人々がもつ認識を

どこまで反映できているかという問題である。より深く分析するには定性的な調査が欠かせない。また、回

答者はソーシャルメディアをアーカイブすることに関してよく分からないままに回答していただけかもしれ

ない。たとえば仮に、他国で同様の取り組みがすでになされていることを知らされたら、その判断は変わっ

たかもしれない。今後の課題として、第三者である国立図書館等の文化機関がソーシャルメディア上のコン

テンツを収集保存する行為に対する拒否感が、一般個人においてどのくらい強固なものなのかを探る必要が

ある。具体的には、ソーシャルメディア上の公開コンテンツをアーカイブする価値に対する認識が高まれば

その拒否感は緩和されるのかを実験的手法にもとづき検証する予定である。 
もう一つの制約は外的妥当性で、調査対象があくまで日本に限定されたことに起因するものだ。本研究の

結果が他国にも当てはまるとはいえない可能性がある。「実質的な許容率」の妥当性、非許容の理由、想定さ

れるアーカイブ戦略の妥当性について検証しなければならない。この点については、すでにソーシャルメデ

ィアのコレクションを構築しだしている国立図書館がいくつかあるため、それら先行国／地域との比較調査

を実施する予定である。 
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